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リサイクル推進員の手引き 
【桑名地区】 

 

（令和７年 10月 6日現在） 
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1 リサイクル推進員について 
1.1 目的 

桑名市における一般廃棄物の分別収集の促進と、快適な生活環境の保全並びに再資源化対策及び資源の有効 

利用を図るため設置する。（資源物回収を行う自治会に 1名とする。） 

 

1.2 職務 

リサイクル推進員とは、市が推進するごみの減量とリサイクルにおける『自治会のリーダー』であり『市と 

自治会のパイプ役』です。資源物回収日当日の活動は自治会で協力して行ってください。 

1 一般廃棄物の分別指導に関すること。 

2 資源物のステーションにおける不法投棄の防止に関すること。 

3市が実施する一般廃棄物の減量・再資源化事業等施策の推進に関すること。 

 

1.3 任期 

原則 1年としますが、再任は妨げません。リサイクル推進員に変更があった場合は「リサイクル推進員異動 

報告書」を提出又は下記報告事項を電話・FAXにて桑名市環境対策課・廃棄物対策係まで報告してください。 

【報告事項】 

【自治会名・自治会長名・新リサイクル推進員の氏名・住所・電話番号・就任年月日】 

用紙は環境対策課または各地区市民センター（大山田、多度、長島）、各まちづくり拠点施設（桑部・在良・ 

七和・深谷・久米・城南）にあります。 

また、桑名市ホームページ（http://www.city.kuwana.lg.jp）から【申請書・報告書】のダウンロードが 

できますのでご利用ください。 

 

1.4 保険 

回収場所で従事中におきたケガ（作業従事者対象）に対して補償保険（見舞金）が適用される場合があります。 

ただし、往復途上の事故は対象とはなりません。環境対策課・廃棄物対策係（0594-24-1436）へご連絡 

ください。また、賠償責任保険につきましては各自治会で加入して頂くことをお勧めします。 

 

2 協力金・報償金について 
2.1 資源物回収自治会協力金 

リサイクル推進員を設置し、４月から 9月の間に資源物回収実績のある自治会に対して支払う協力金です。 

  自治会が指定した自治会名義の口座に協力金を振込みます。 

  振込みは、年 1回 11月中旬振込口座は事前に自治会長宛に確認をおこない、変更がある場合は改めて振 

込依頼書を提出していただきます。 

  ○算出基準表（毎年 5月 1日現在の自治会加入世帯数を基準とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 自治会資源物回収報償金 

各自治会の回収量に応じた報償金（売上金）です。 

  自治会が指定した自治会名義の振込口座に報償金を振込みます。 

  振込みは、年 2回 ●上期（ 4月～9月）11月中旬 ●下期（10月～3月） 5月中旬 

  振込み口座は事前に自治会長宛に確認をおこない、変更がある場合は改めて振込依頼書を提出していただ 

きます。 

 

 

100世帯未満 16,800円 

100世帯以上 300世帯未満 25,200円 

300世帯以上 33,600円 
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3 荒天時の資源物回収の実施について 
 大雨や大型台風に伴い荒天時の方向性を下記のとおりとしました。 

資源物回収は、回収用のフレコン配布を回収日前日までにおこないます。前日の午後 3時 00分の段階で【高

潮・波浪・大雨・洪水・大雪・その他の警報】が発令されている場合は中止となる可能性があります。中止の

際は、前日の午後 5時 00 分までに市ホームページ・さんあ～る等に掲載しますのでご確認ください。資源物

回収を中止した場合の振替日は予定しておりません。翌月の回収日に出していただくか、スーパー等資源物回

収をご利用ください。なお、フレコンを配布した場合は、自治会での実施の有無に関わらず、回収日当日に回

収いたします。 

●上記の方向性については資源物回収のみです。 

  ※可燃・不燃・プラ・有害・粗大ごみの収集については、台風接近や大雪でも原則収集をおこないます。 

  ただし、収集経路の道路崩壊、冠水、河川の増水などにより収集作業ができない場合や、避難勧告が発令 

された場合は除きます。 

 

4 資源物回収について 
4.1 ステーション回収（自治会回収） 

  実施回数 ： 各自治会で月 1回の分別回収 

  収集時間 ： 収集日当日の朝 8時 30分まで 

  収 集 日 ： 地区ごとの収集日は、「資源物・不燃ごみガイド」にてご確認ください。 

紙類 新聞／新聞折込チラシ、雑紙（雑誌・その他の古紙）、段ボール、飲料用紙パック 

缶類 アルミ缶、スチール缶 

ビン類 透明ビン、茶色ビン、その他の色のビン（青・緑・黒色ビン等） 

布類 衣類等（古着、カーテン、毛布、綿のシーツ、タオル等） 

ペットボトル 無色透明 PETボトル、色付 PETボトル 

スプレー缶 

カセットボンベ 
殺虫剤、ヘアスプレー等 

 

4.2 拠点回収（市内スーパー駐車場等への持込） 

  回収品目 ： 自治会回収品目と同一【※雨天時は、紙類の回収はいたしません。】 

  時  間 ： 午前 9時 30分から午後 1時 30分まで 

  回 収 日 ： 下記表のとおり                           (年末年始を除く） 

土曜日 

F☆MART西別所店駐車場 

生鮮館やまひこ赤尾店駐車場 

MEGAドン・キホーテ UNY星川店駐車場 

F☆MART多度店駐車場（行事開催による駐車場使用時を除く） 

日曜日 

MEGAドン・キホーテ UNY星川店駐車場 

寺町通東側遊歩道（三八市・石取祭の日は中止） 

長島地区市民センター前駐車場（行事開催による駐車場使用時を除く） 

F☆MART多度店駐車場（行事開催による駐車場使用時を除く） 

月曜日 イオン桑名店西側バス回転場（祝休日・振替休日は中止） 
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5資源物の分け方・出し方 
5.1 紙類 

 

 

 

 

 

 

5.2 缶類 

出し方は？ 

 中を水洗いし、つぶさずに「アルミ缶」「スチール缶」のフレコンへ分けて出してください。 

 スクリューキャップ付きの飲料缶は、中を水洗いし、キャップを付けたまま出してください。 

アルミホイル（鍋焼うどんの皿等） 

 水洗いして「アルミ缶」のフレコンへ出してください。 

（汚れが付着しているものは「不燃ごみ」へ出してください。） 

のり缶、お菓子の缶、缶詰のふた（プルトップ等） 

 缶の表示に合わせて出してください。 

 缶詰のフタ（直径 7cm）より小さいものは「不燃ごみ」へ出してください。 

5.3 ビン類 

出し方は？ 

 中を水洗いして「透明ビン」「茶色ビン」「その他の色のビン」へ分けて出して 

ください。（割れているものは回収できませんので、「不燃ごみ」へ紙等で包んで出してください。） 

ラベル・キャップ 

 手で取れる範囲で取ってください。材質によって「可燃ごみ」、「不燃ごみ」または「プラスチック製容器包

装」へ分別して出してください。 

化粧品のビン 

 リサイクルできない材質のものがあるため「不燃ごみ」へ出してください。 

食器、板ガラス 

出し方は？ 

新聞／新聞折込チラシ・雑紙（雑がみ）・飲料用紙パックは各フレコンへ出してください。 

縛ったヒモははずして 50cm以下に切って「可燃ごみ」へ出してください。（紙ひもは「雑紙」へ出して下

さい。）段ボールの場合は、フレコンが無いためそのままで結構です。 

ただし、ガムテープでまとめるのはやめてください。 

雨の日の紙類 

 濡れると紙の質が落ちるため、回収をなるべく控えてください。 

 悪天候時の回収は、自治会にお任せしますが収集は必ず行います。 

 ビニールシートや余ったフレコンの枠などで雨が当たらない工夫をして頂けると幸いです。 

飲料用紙パック 

飲料用紙パックのフレコンへ水洗いして出してください。 

 内側が銀色のものは「可燃ごみ」へ出してください。 

・お菓子、ティッシュ等（ボール紙、厚紙）の箱・紙袋・ダイレクトメール 

・その他の紙（本、ノート、コピー用紙など分類が分からない紙全部） 

 雑紙（雑誌・その他の古紙）のフレコンへ出してください。 

  ・箱はつぶしてください。 

  ・窓開き封筒のフィルムは「可燃ごみ」へ出してください。 

資源物に出せない紙類 

 ビニールコート紙、ワックス加工紙、粘着物のついた封筒、写真、合成紙、防水加工紙、感熱紙、臭いの 

ついた紙、金銀などの金属が箔押しされた紙、シュレッダーされた紙、ラップの芯、和紙（半紙）、 

磁気テープのついた紙 

  「紙マーク」は、資源有効利用促進法の主務省令により、重量的に主たる素材が紙の容器包装について表

示することになっています。そのため、紙とプラスチック等の 2種類以上の素材でできている容器包装の場合

でも、重量的に主たる素材が紙であれば「紙マーク」を表示しています。 

そのような複合素材の紙容器包装は紙としてリサイクルできないため、桑名市では資源物に出せない紙類にな

り、燃えるごみ【可燃ごみ】になります。 
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 コーティングがしてあったり、強化ガラスであったりするため、リサイクルできませんので、「不燃ごみ」 

へ出してください。 

すりガラスのビンは？ 

 ビンの底又は口元を確認し、その色で判別して「透明ビン」「茶色ビン」「その他の色のビン」へ分けて出 

してください。 

5.4 布類 

出し方は？ 

 繊維が切れていて再生できないものは、50cm以下に切って「可燃ごみ」へ出してください。 

（ハンカチ大であれば再生可能です） 

布団・クッションのような中に綿が入ったもの、キルティング加工（表地と裏地の間に薄い綿を入れステ 

ッチでおさえること）されたもの・カーペットは出せません。 

フレコンへ入れる際には 

 布類はビニール袋や紙袋にいれたままでも構いません。 

（他の資源は袋から出して入れてください。） 

靴下について 

 衣類については、海外輸出し再使用するので左右一組のもの（靴下、足袋または手袋など） 

は 2枚一組で資源物に出してください。（片方しかない場合は、「可燃ごみ」へ出してください。） 

カーテンについて 

 暗幕以外のカーテンは布類で出すことができます。 

シーツ・枕カバーについて 

チャック・ゴム・ボタン等の付属品のあるものも布類で出すことができます。 

中に綿が入った敷パッド等は布類では出せませんので、50cm角以下に切って「可燃ごみ」へ出してください。 

5.5 ペットボトル 

出し方は？ 

① キャップとラベルをはずし、中を水洗いする。 

② 「無色透明ペットボトル」「色付ペットボトル」へ分けて出してください。 

③ キャップ・ラベルは「プラスチック製容器包装」へ出してください。 

対象となるのは？ 

ポリエチレンテレフタラート製（リサイクルマーク『 1 』の入ったもの）のボトルです。 

プラスチック製の取っ手など簡単に取れないものがついている時 

 しょうゆのペットボトルなどでプラスチック製の取っ手がついたものがありますが、 

できるだけ取り外して出してください。取れないものはそのまま出していただいて結構です。 

『 1 』マークの付いたトレーは？ 

 トレーやイチゴのパックなどにも『 1 』マークの入っているものがありますが、市の分別回 

収ではペットボトル状のものだけを回収します。トレー状のものは出さないでください。 

5.6 スプレー缶・カセットボンベ 

出し方は？ 

 中身を使い切って、穴を開けずに「スプレー缶」専用フレコンへ出してください。 

対象となるものは？ 

 スプレー缶、カセットボンベ等（塗料、殺虫剤、整髪料等のスプレー缶も含みます。） 

スプレー缶を不燃ごみと分けて収集する理由は？ 

 穴開け時の事故（死亡事故）が発生していることや、収集車両の火災等、 

安全にごみを排出・収集するためです。 

 

 

6市では収集しないもの 
 下記のものは、市では収集しません。【販売店や購入先、専門業者に処理を依頼してください。】 

家電リサイクル法対象品目 

 エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫 
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7 小型家電の回収について 

 
 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先一覧 

お問い合わせ内容 受付先 電話番号 E-mail 

・ごみの分別・出し方・収集等について 

・ごみ集積場について（新設・移動・廃止等） 

・家庭から出る土砂・ガレキ類などの出し方について 

 （石膏ボード等は、ご相談ください。） 

・桑名市道上の動物死体処理について（※私有地は除く） 

清 掃 セ ン タ ー 
TEL:0594(22)5350 

FAX:0594(22)5183 

seisom@city.kuwana.lg.jp 

・直接持ち込みについて（一時多量ごみ等） リ サ イ ク ル の 森 
TEL:0594(87)5133 

FAX:0594(87)5132 
kseisom@city.kuwana.mie.jp 

・資源物・粗大ごみ・し尿等について 環 境 対 策 課 
TEL:0594(24)1436 

FAX:0594(22)5183 

kankyom@city.kuwana.lg.jp 
 

パソコン 

 家庭系パソコン、自作のパソコン 

危険物 

 消火器、ガスボンベ（プロパン用）、農薬類 など 

適正処理困難物 

 温水器、浄化槽、冷風扇、除湿機、浴槽、太陽熱ヒーター、ソーラーパネル、（太陽光パネル）、ピアノ、厚

鋼板、ドラム缶、鉄筋、単車（オートバイ）、バッテリー、車の部品（タイヤ・バンパーなど）、廃油（灯油・

オイルなど）、ホイール（タイヤ用）、農機具類、農業用ビニール、畔シート、マルチ、焼却灰、汚泥、など 

その他 

 事業系一般廃棄物 

産業廃棄物（事業活動に伴い生じる下記のごみなど） 

 廃プラスチック、金属くず、ガラス、陶磁器くず、飲料品製造業者などからの動植物性残渣、 

パルプ・紙・紙加工品製造業・印刷出版業者などからの紙くず、繊維工業からの繊維くず、 

建設業者などによる工作物の新築・改築・除去破片、その他法令で指定されたもの など 

※詳しくは、三重県桑名地域防災総合事務所環境室(0594-24-3624)へお問い合わせください。 

持ち込みできるもの（清掃センター） 

 土砂、がれき、瓦、レンガ、コンクリート、など 

市では「使用済小型電子機器の再資源化の促

進に関する法律（小型家電リサイクル法）」に基

づき、市内５カ所に「小型家電リサイクル回収ボ

ックス」を設け、29 品目に限り小型家電を回収

します。 

回収場所及び回収日時 

◆市役所 1階北玄関入口付近 

◆地区市民センター【大山田・多度・長島】 

◆清掃センター 

月～金曜日（土日祝休日・年末年始を除く） 

午前 9時 00分から午後 4時 30分 

fu分 

ごみ減量と限りある資源の再利用のために、 

小型家電の回収にご協力をお願いします。 

回収するもの(投入口：タテ 15cm×ヨコ 25cm) 

ICレコーダー 電子体温計 

イヤホン 電卓 

ACアダプタ 電動ハブラシ 

カーオーディオ全般 ビデオカメラ 

携帯音楽プレーヤー フィルムカメラ 

携帯ラジオ ヘアアイロン 

ケーブル類(コード) ヘアドライヤー 

ゲーム機器 ヘッドフォン 

外付ハードディスク ポータブルカーナビ 

デジタルカメラ 補聴器 

電気カミソリ USBメモリ 

電子血圧計 電子辞書 

携帯電話 

(PHS・タブレット含む) 

時計 

(投入口に入る大きさ) 

モバイルバッテリー 電子タバコ 

リチウムイオン電池などを取り外せない小型家電 

 


